
10473065
長方形



10473065
長方形



3



様式１別紙２

事業者名：公立邑智病院　　　　　　　　　　

所属・担当者：医事経営課　辰田翔平　　　　

ＴＥＬ：0855-95-2111　　　　　　　　　　　

E-mail：tatsuta-shohei@ohchihospital.jp   

１　医師確保計画推進事業所要額

寄付金その他 対象経費の 選 定 額 補 助 基 本 額 県補助所要額

総 事 業 費 の 収 入 額 差 引 事 業 額 支出予定額 基 準 額 Ｄ、Ｅのいず Ｃ、Ｆのいず Ｇ×補助率

（Ａ－Ｂ） れか低い方の れか低い方の （千円未満切り捨て）

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 額　　　 Ｆ 額　　　 Ｇ 　　　　 Ｈ

子育て支援事業を
除く事業

13,105,985円 3,060,000円 10,045,985円 10,000,000円 10,000,000円 10,000,000円 5,000,000円

子育て支援事業

円 円 円 円 円 円 円 

２　対象経費の支出予定額明細書

区　　　　　　分 支　出　予　定　額

円 

連携事業

（基準額：10,000千円）

資金貸与事業 2,000千円×2名＝4,000千円

（基準額：2,000千円/名） ※Dには、4,000,000円を計上

逸失利益 ①医師1名が1ヶ月にあげる利益　2,435,827円

（基準額：1,250千円） ※1,250千円を超えるため、1,250千円が基準額

②派遣医師数　0.2名

③派遣月数　12月

①×②×③＝3,000,000円

※派遣先からの収入：3,060千円

※Dには、3,000,000円を計上

合　　　　　計

4,000,000

3,000,000

算　　　出　　　内　　　訳

島根県医療介護総合確保促進基金における医師確保計画推進に関する支援事業費補助金　所要額調書

3,260,000

10,260,000円

①当院宿泊部屋利用時
　1日あたり2千円×28日間×10名＝560千円
②民間宿泊施設利用時
　１泊あたり10千円×27泊×10名＝2,700千円
①＋②＝3,260千円
※基準額を下回るため、Dには実支出額（3,260,000円）を
計上

10,260,000
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令和７年度公立邑智病院事業会計歳入歳出予算(見込)書抄本

収益的収入支出

1.収入 （単位：千円）
款 項 目 節 金額　 備　　　　　考

病院事業収益

医業収益

その他医業収益 医業雑収益 17,414 うち、日貫診療所派遣委託収益
3,060,000円

医業外収益

補助金 補助金 37,395 うち、医師確保計画推進に関する支援事業費補助金

5,000,000円

5,045,985円

2.歳出 （単位：千円）
款 項 目 節 金額　 備　　　　　考

病院事業費用

医業費用

経費 委託料 139,593 うち、医師確保計画推進に関する支援事業費

3,260,000円

研究研修費 研究雑費 7,951 うち、医師確保計画推進に関する支援事業費

4,000,000円

5,845,985円

この抄本は、原本と相違ないことを証明する。

島根県邑智郡邑南町中野３８４８番地２

邑智郡公立病院組合

　管理者　大屋　光宏

令和7年6月20日

逸失利益

自己資金
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○邑智郡公立病院組合医師確保研修資金貸与条例 

令和２年６月30日 

条例第11号 

（目的） 

第１条 この条例は、邑智郡公立病院組合の公立邑智病院（以下「病院」とい

う。）に勤務しようとする医師に対し、必要な研修等に要する資金（以下「研

修資金」という。）を貸与することにより、病院における医師確保及び医師

の資質の向上を図り、もって地域医療の充実に資することを目的とする。 

（貸与対象者） 

第２条 この条例において「貸与対象者」とは、次に掲げる者をいう。 

(1) 病院の医師（初期臨床研修医（医師法（昭和23年法律第201号）第16条

の２第１項に規定する臨床研修の医師として勤務する医師をいう。）を除

く。）として雇用された者 

(2) 病院における勤務時間が、休憩時間を除き、４週間を超えない期間につ

き１週間当たり31時間以上の勤務を行う者 

（研修資金の貸与） 

第３条 管理者は、貸与対象者に対し、研修資金を無利息で貸与するものとす

る。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。 

(1) 既にこの条例に基づく研修資金の貸与を受けた者 

(2) 次のいずれかの条例及び規則に基づく資金の貸与を受けた者 

ア へき地医療奨学金貸与規則（平成14年島根県規則第15号） 

イ 医学生地域医療奨学金貸与規則（平成18年島根県規則第14号） 

ウ しまね医学生特別奨学金貸与規則（平成18年島根県規則第47号） 

エ 緊急医師確保対策枠奨学金貸与規則（平成21年島根県規則第48号） 

オ 特定診療科医師緊急養成奨学金貸与規則（平成22年島根県規則第21号） 

カ 研修医研修支援資金貸与規則（平成22年島根県規則第22号） 

キ 特定診療科医師育成支援資金貸与規則（平成23年島根県規則第80号） 
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ク 邑南町医療福祉従事者確保奨学基金条例（平成23年邑南町条例第４号） 

(3) 自治医科大学の医学課程の修了者であって、当該大学の規定に基づく出

身都道府県等における勤務義務期間内の者 

(4) 医師紹介会社等からの紹介により赴任する者 

(5) 前各号に掲げる者のほか、この条例と同様な資金の貸与を受けた者とし

て規則で定める者 

２ 前項の規定にかかわらず、前項に規定する資金貸与の返還又は勤務義務期

間が終了した者は貸与することができる。また、既に病院において勤務して

いる者が資金貸与の返還又は勤務義務期間が終了し、継続して勤務した場合

も貸与することができるものとする。 

（貸与金額） 

第４条 貸与する研修資金の額は、次の表の区分に応じ、それぞれ定める額と

する。 

区分 研修資金の額 

産科又は小児科を標榜する医師 200万円 

医療法（昭和23年法律第205号）第30条の4第1項に基づく

県内の医師多数区域又は県外から新規に赴任する医師 

200万円 

島根大学医学部医師派遣検討委員会の調整によって赴任

する医師 

150万円 

上記以外から赴任する医師又は前条第2項に規定する医師 100万円 

（連帯保証人） 

第５条 貸与対象者は、連帯保証人を１人立てなければならない。 

（返還） 

第６条 研修資金の貸与を受けた者（以下「被貸与者」という。）は、研修資

金の返還の債務（以下「債務」という。）の全部を免除された場合を除き、

次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、貸与を受けた研修資金を、

管理者が指定する期日までに返還しなければならない。 
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(1) 被貸与者が、病院において第２条第１項第２号に規定する対象者として

勤務しなくなったとき 

(2) 被貸与者が研修資金の貸与を辞退したとき 

(3) その他研修資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと管理者

が認めるとき 

（返還の猶予） 

第７条 管理者は、被貸与者が災害、疾病その他やむを得ない事由により、研

修資金を返還することが困難であると認めるときは、当該事由の継続する期

間に限り、その返還を猶予することができる。 

（返還債務の免除） 

第８条 管理者は、被貸与者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったとき

は、当該各号に定めるところにより債務の全部又は一部を免除することがで

きる。 

(1) 次に掲げる期間を除き、被貸与者が病院で勤務する期間が、１年を経過

したときは、債務の全部 

ア 休職（育児休業、自己啓発等休業及び介護休暇を含む。以下同じ。）

又は停職の期間がある場合は、休職又は停職の期間の開始の日の属する

月から休職又は停職の期間の終了する日の属する月までの期間 

イ 病院以外の医療機関等で１月以上継続して研修又は派遣等の期間があ

る場合は、研修又は派遣等の期間の開始の日の属する月から研修又は派

遣等の期間の終了する日の属する月までの期間 

(2) 死亡又は業務に起因する心身の故障のため、第２条に規定する勤務の継

続が困難となった場合は、債務の全部又は一部 

(3) 前各号に掲げる者のほか、やむを得ない事由により病院で第２条に規定

する勤務の継続が困難となった場合は、債務の全部又は一部 

（延滞金） 

第９条 被貸与者は、正当な理由がなく研修資金を返還すべき日までにこれを
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返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の

日数に応じ、返還すべき額につき年15パーセントの割合で算定した延滞金を

納付しなければならない。 

（委任） 

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（令和５年条例第５号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（令和５年条例第８号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20

資料３

10473065
長方形



21



22



参考資料：島根県医師確保計画（抜粋）
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へき地医療重点支援地区の指定について 

 
１ へき地医療重点支援地区の概要 

・ 中山間地域・離島では、診療医師の高齢化による診療所の閉院に加え、住民の高齢

化や公共交通機関の減便等により医療機関へのアクセスが困難になるなど、医療体

制の維持が課題となっている 

・ このような地域では、地域医療拠点病院が診療所への代診医の派遣や無医地区への

巡回診療等を行っており、重要な役割を担っている現状がある 

・ 県は、特に医療サービスが不足しているエリアをへき地医療重点支援地区に指定し、

当該地区で活動する地域医療拠点病院を支援することで、地域の医療提供体制を確

保する 
 

２ 地域医療拠点病院への支援内容 

・ ハード支援（令和６年度～） 
中山間地域（重点支援地区）の医療を支える地域医療拠点病院の設備整備を国の

医療施設等設備整備費補助金を活用して支援 

○対象者 重点支援地区において無医地区等を支援する 150 床未満の地域医

療拠点病院  
○対象経費 地域医療拠点病院として必要な医療機器購入経費 
〇補助率 国 １/２ 県 １/２        
〇基準額 ５５,０００千円／か所 
 

・ ソフト支援（令和５年度～） 
中山間地域（重点支援地区）において、地域医療拠点病院が新たに実施する以下

の取組について、国の医療施設運営費等補助金を活用して支援 

○対象者 重点支援地区において新たな取組を実施する地域医療拠点病院 
○対象経費 無医地区等への巡回診療、へき地診療所等へ医師派遣等の診療に必

要な経費 
○補助率 国 １/２ 県 １/２  
〇基準額 活動内容ごとに基準額あり、赤字部分（不採算）が支援対象 

 
３ 令和７年度におけるへき地医療重点支援地区の指定（案） 

 川本町、美郷町（社会医療法人仁寿会 加藤病院を支援） 

 

⑴ 指定理由及び支援理由 
・ 医療機関が限られ医療サービスが不足しており、地域外の医療機関から遠距離 
・ 加藤病院は、当該地域において、へき地診療所への医師等の派遣に加え、医療用

MaaS 車両を用いた遠隔診療に取り組む等、地域医療の確保に注力している 
 

⑵今後の予定 
・ 圏域で承認後、県において重点支援地区に指定 
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